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 歯科医院が取り組むべき経営テーマは多岐にわたります。特に「増患対策」は、歯科医

院の経営に直結する重要なテーマです。 

 ｢どうやって来院患者を増やすか｣と院長がいくら知恵を絞って対策を講じても、スタッ

フがその思いを理解しなくては対策が進みません。 

 組織は一人ひとりが多様な価値観を持っていますから、組織の人数が増えれば増えるほ

ど全員が同じ基準で考え、同じ方向を向いて行動できる土壌をつくることの重要性が増し

てきます。だからこそ、院長の浸透しにくいビジョンやミッションを、スタッフにわかり

やすいように伝える必要があります。 

 今回は、スタッフ一丸となって「増患対策」に取り組んでいる歯科医院への取材から明

らかになった、成功のヒントを紹介します。 

 

 

 

（１）患者満足度を高める 

 増患には、様々な対応策があります。 

 まず最初に、患者の認知率を高める広告戦略が挙げられます。チラシ、配布物、情報誌

への掲載、看板、ホームページ等の媒体を使うケースがありますが、一番効果を発揮する

のが、既存患者からの良い評判が口コミで広がるケースです。その口コミも、近年は SNS

等により広範囲かつ伝達する速度も速くなっています。 

 口コミによる良い評判を勝ち取るには、高い診療技術はもちろんですが、患者満足度の

向上に向けての対策を練る必要があります。 

 

■増収増患対策のポイント 

●医療サービスの選択と充実 

●広報活動（広告・看板等）のプロモーション 

●医院の内外装、医療機器等のリニューアル 

●患者紹介ルート等の構築 

●自由診療のアプローチ法の構築と価格戦略 

●歯科医師、スタッフのコミュニケーション能力の向上 

●SNSの利用を含め、口コミによる良い評判の拡散 

増患対策は全員で取り組むテーマ 

１│増患対策の考え方     
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 前述のことからも「既存患者の満足度向上対策」が重要となります。せっかく来院した

患者が次に来院しないと、確実に患者数は減少します。既存患者の満足度を高める取り組

みによって、再来診および家族の来院が見込めます。 

 

■既存患者満足度向上のポイント 

既存患者満足度向上 

●来院患者の育成 

●リコール患者への対応 

●中断患者（キャンセル）への対策 

●スタッフ研修による接遇力アップ 

●治療計画や治療説明等の資料作成 

●来院時のハード面、ソフト面の対応改善 

●来院時からの居心地の良さへの改善 

●患者に合わせた診療時間 

●患者層に合わせた診療体制 

 

（２）患者の来院環境を整える 

 歯科医院の場所や開業形態によって、診療圏や患者層が違います。住宅地の歯科医院、

商業地やオフィス街では患者層も来院時間や曜日、マイカーによる通院や公共交通機関の

利用等、様々な条件が違ってきます。 

 「患者ニーズ」を知り、そのニーズに合わせた診療日時や駐車場、待合室の造作、設備

等の対策を考える必要があります。 

 患者層に合わせた来院できる環境を整備することも重要なポイントです。 

 

■来院環境の整備 

●オフィス街：土日診療より夜間診療や昼時間帯の診療 等 

●商業地、商業施設内：土日診療、キッズコーナー、買い物の一時預かり、駐車場の確保 等 

●住宅地：バリアフリー、駐車場の確保、小児歯科もしくは矯正歯科との提携 

     女性患者対象とした診療室の個室化 等 

●高齢者、障がい者対策：バリアフリー（段差を無くす、スロープ、車いすの設置、 

障がい者用のトイレ 等） 

●保険診療外希望の患者ニーズ：自由診療、審美歯科への取組み 
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（１）診療・技術の向上とやりがい 

 増患対策を実施するためには、患者側へのアプローチだけではなく、歯科医師やスタッ

フの新しい医療技術の習得や、診療実績のアップ、コストパフォーマンスの工夫が必要で

す。また、最近は医療安全等を含めコンプライアンス対策も不可欠です。  

 スタッフが今後どのように能力向上していけるかを歯科医院側から提示することで、目

標とやりがいが生まれ、取り組む姿勢が変わります。 

 

（２）雇用・労務対策 

 患者満足度の向上から増患増収のためには、勤務歯科医やスタッフの協力が欠かせませ

ん。歯科医院全体での取組みがあってこそ成果が望めます。 

 そのためスタッフの長期定着を進めるには、雇用条件や体制の構築、教育制度等の雇用・

労務対策が重要となります。 

 

■雇用・労務対策のポイント 

●勤務歯科医やスタッフの適正な人数確保と組織体制の構築 

●勤務歯科医やスタッフの意欲と能力の向上（研修制度やミーティングの実施等） 

●給与・賞与等の基準の見直しや報奨制度の導入 

●採用基準の明確化 

●外部研修や学会への参加、資格取得の補助等 

●ワンランク上の接遇力取得への取組み等 

 

■職員確保と定着率改善策 

●職員の休日・勤務時間・給与体系の見直し 

●社会保険への加入（５人未満の未加入先） 

●通勤手段の追加（駐車場を用意し車通勤を可能にする） 

●院内アメニティ施設の整備 

 

 何をすべきかを自ら考える人材を育成することがクリニックには必要ですが、具体的な

応対方法を丸暗記するだけではなく、医事従事者として必要な心構え、歯科医院の置かれ

ている経営環境、医院の理念と方針を理解させるなど、より大きなビジョンを理解させる

事によってスタッフの役割への認識が醸成されます。

２│スタッフ満足度向上のポイント     
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 Ａ歯科クリニックは、ショッピングセンター内のテナント物件という立地で、来院患者

は子供連れが多いという状況でした。 

 院長は差別化の一環として院内託児サービスの提供を考え、開業時より歯科助手兼任の

保育士を採用し、治療患者の子供を見ています。 

 

■A歯科クリニックの概要 

●歯科医師：常勤２名、非常勤５名 歯科衛生士：正職員３名、パート２名 

歯科助手兼受付：正職員１名、パート１名 保育士：正職員１名、パート１名 

●開業形態：ショッピングセンター施設内のテナント 

●治療ユニット：６台 X線装置、パノラマ・デンタル：各１台 

●１日の患者数：平均 70人 

●診療曜日：月・火・水・木・金・土・日曜日 （年末年始・お盆は休診） 

 

 託児サービスをより充実させるためのリニューアルは、広いキッズスペースがあっただ

けの院内を、対象別の託児スペースとして１階と２階にそれぞれ設けました。 

 １階のキッズスペースは、小学生がひとりで遊べるように、本や専用テレビを設置し、

向いの受付からスタッフが様子をみることができます。また、隣の診察室からもガラス越

しにキッズスペース内が見えるため、複数の目による監視ができるようになっています。 

 ２階の託児ルームは、未就学児が予約なしで利用ができるもので、15 畳の広さがあり、

専任の保育士を配置して本や専用テレビ・玩具等も備えています。託児ルームは安全確保

の目的もあり個室にしていますが、開放感と視認性を意識し、１階から階段をのぼってき

た所から見えるように、一部をガラス張りにしているのも特徴です。 

 

■院内託児サービスの内容 

●２階に予約なしで利用出来る 15畳の託児ルームあり（未就学児・保育士が常勤） 

●ひとりで遊べる小学生は１階の受付前にキッズスペースあり 

●診察室や受付よりキッズスペースの状況が確認できる（ガラス超し） 

アメニティ整備による増患対策事例 

１│託児ルーム設置による増患対策事例     
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■院内託児スペース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■院内託児サービス実施の効果 

●お昼前後の予約が空き気味だったのが埋まるようになり、約 20％患者数がアップ 

●ママ友による口コミ広告効果大 

●特に幼児がいる患者が増加 

●小児の患者も相乗効果として増加 

 

 

 

 Ｂ歯科クリニックでは、増患対策として定期検診の強化を図り、リフォームに合わせて

予防専用ユニットと消毒滅菌システムを設置しました。予防専用ルームと消毒滅菌コーナ

ーは、患者に清潔感をアピールする施設として整備し、予防専用ユニットは治療と区別す

るために完全個室化し、消毒滅菌コーナーはガラス張りにして、感染対策に取り組む姿勢

をしっかりとアピールしています。スタッフにも、予防治療を行う側の意識改革を目的と

して、内部・外部研修を実施しました。

２│予防専用ユニット・滅菌コーナーの充実による増患対策事例     

１Fキッズコーナー 

２F託児スペース 
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■Ｂ歯科クリニックの概要 

●歯科医師：常勤１名、非常勤１名 歯科衛生士：正職員４名、パート１名 

歯科助手兼受付：正職員２名 

●開業形態：戸建て診療所 

●治療ユニット：３台 予防ユニット２台 

●X線装置、パノラマ・デンタル：各 1台 

●１日の患者数：平均 50人 

●診療曜日：月・火・水・木・金・土曜日 

 

■予防専用ユニット 

・予防専用として 

完全個室が２部屋   

・専属スタッフによる対応 

 

 

 

 

 

 

■消毒滅菌コーナー 

・感染対策をアピール 

するため、ガラス張りに 

して見せる 

 

 

 

 

 

 

■予防専用ユニット、消毒滅菌コーナーのアピールによる効果(患者アンケートより) 

●専属スタッフがいることで定期健診患者が安心して、また、別予約で受診できる 

●個室の予防専用室のため、周りを気にしないで検診が受けられる 

●消毒・滅菌が患者の目で確認できることで、清潔に対する安心・信頼がよりアップ 

●予防患者が約 25％近く増加し、結果、平均患者数も増加 
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（１）診療時間および診療曜日変更 

 Ｃ歯科クリニックでは、患者への診療サービスの向上と競合する近隣の他院との差別化

を図るため、診療時間および診療曜日の見直しと待ち時間解消に取り組みました。 

 その主な理由として、競合する近隣医院と診療時間や診療曜日が重なっており、患者の

アンケート調査からも診療時間の変更や土日診療のニーズが多かったことです。 

 見直しをするこの機会に、スタッフを増員し、かねてから幅広い層への診療サービスを

提供したいと準備していた訪問診療も開始することとしました。 

 

■Ｃ歯科クリニックの概要 

●歯科医師：常勤１名 歯科衛生士：正職員２名 パート１名  

歯科助手兼受付：正職員１名 パート１名 

●開業形態：テナント診療所 

●治療ユニット：３台  

●X線装置：ＣＴ・デンタル 各 1台 

●１日の患者数：平均 25人から 30人 

 

■診療時間および診療曜日の変更内容（訪問診療日含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１│待ち時間短縮化のため診療体制を変更     

診療体制の見直しによる増患対策事例 
 

【当初診療時間・診療曜日】 

 月・火・木・金曜日 9:30 ～ 19:00 

  水・土曜日     9:30 ～ 13:00 

【変更後】 

月・火・木・金曜日 8:30 ～ 19:00 

  水・土・日曜日   9:00 ～ 13:00（水・土曜日の午後を訪問診療実施日） 

●勤務時間延長と診療日追加（訪問診療日含む）に伴い、非常勤歯科医師と歯科衛生士をそれぞれ 

１名採用し、職員の休日を週１日からシフト制による週２日と変更。 
 

●朝の診療時間を延長したのは、午前中（朝）のキャンセルは夕方（夜）に比べ少ないという状況と、

職員の離職する可能性が夜よりも少ないと判断。 
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 診療時間の延長や休日診療を行うためのスタッフ増員により、経費は大幅に増加しまし

たが、患者ニーズへの対応と他院との差別化により来院患者数は確実に増加しました。ス

タッフの満足度も、１日の勤務時間は増えるものの、結果として休日が週１日増えること

により向上しました。 

 

（２）予約システム見直しによる待ち時間対策 

 待ち時間が長い理由としては、院長を含めたスタッフ全員に、時間を守るという意識が

欠けていることや、予約の入れ方によるものがありますが、Ｃ歯科クリニックでは予約シ

ステムの見直しを行い、その結果としてスタッフも時間厳守の重要性を認識しました。 

 

■待ち時間対策 

●予約システムの見直し 

 ・予約ソフトを導入し、パソコンやスマートフォンから治療予約管理 

 ・Ｃ歯科クリニックのものは、初診時のみ希望する治療内容により予約日の振り分けが可能で、

予約状況も院長のスマートフォンで確認可能 

●会計待ち短縮 

 ・診察台での次回予約 

 ・診療中からのレセプト入力 

 

■歯科医院予約システムの一部特徴 

●簡単な受付処理 

①予約登録画面の日別予定表示      ②週間予定表示 

③担当者別・ユニット別表示         ④患者情報表示 

⑤緊急予約枠登録                       ⑥予約変更・取り消し 

⑦来院チェック             ⑧治療完了チェック（自動リコール登録へ） 

⑨中断患者登録およびチェック 

●患者情報登録（基本情報、診療情報、保険情報、予約状況予約手段等） 

●データ分析 

①来院患者内容             ②新規患者ルート（きっかけ等） 

③キャンセル内容            ④予防方法 

⑤リコール反応率 

●キャンセル待ち（キャンセルに対し充当機能） 

●緊急連絡機能 

①緊急電話案内機能           ②緊急電話受付機能 
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（３）予約システム導入のメリット 

 予約システム導入後に、患者やスタッフから様々な良い評価をいただきました。その評

価が SNSを含め口コミとなって増収増患につながっています。 

 また、スタッフも計画的に診療が行えるため、準備や片付けも効率的に行えるので行動

や気持ちに余裕ができ、仕事に対する意欲向上にもつながっています。 

  

■導入後の評価 

（１）患者からの評価 

●24時間受付可能で簡単便利な受付機能のため、子供やお年寄りでも利用可能 

●時間の有効活用：待ち時間や診療後の時間も予測でき、次の行動予定が立てられる 

●受診日の混雑状況が把握出るため、予約の変更もできる 

●待合室や駐車場の混雑まで予測でき、時間に余裕が生まれた 

（２）スタッフからの評価 

●来院する患者に対し、治療の準備が早くできる 

●ホームページと予約システムをリンクすること広範囲の患者が来院してきた 

●患者メリットと同じく、駐車場や待合室の混雑緩和が図れ、クレームが少なくなった 

●患者への連絡業務が少なくなった 

●リコール業務がなくなる 

●予約受付が PC・モバイルがある場所でできるため、受付会計の混雑が無くなった 

 

 

 

 診療体制の見直しにより、新たな患者層の増加が図れたとともに、スタッフの業務改善

につながるという効果がありました。 

 

■診療体制の見直しによる効果 

●土日診療により、社保本人の患者が増加 

●朝の診療時間を早めたことで、高齢者の患者が増加 

●増加した患者の家族まで来院をしてくれ、相対的に患者数が増加 

●予約システム導入により、治療に合わせた予約となり、待ち時間へのクレームが減少 

●予約の変更も簡単に可能になったため、連絡なしで来院しない患者が減少 

●長期間先の予約が可能なのと自動連絡機能のため、定期健診の患者が増加 

●スタッフの定期健診等の連絡業務が減少し、時間外勤務も減少 

●時間外勤務の減少からスタッフ増員が可能となり、スタッフの勤務体系も余裕が生まれ、 

有給休暇の取得や忙しさからの退職が減少 

２│診療体制見直しによる効果     
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（１）福利厚生の改善 

 歯科医院のスタッフはほとんどが女性で占められており、仕事と家庭生活とを両立させ

ながら勤務しているケースが多くみられます。そのような状況の中、スタッフの定着率を

アップさせることが患者サービスの向上に繋がり、結果、増収増患を図る大きな要因にな

ると考えて雇用条件の整備を行った歯科医院があります。 

 Ｄ歯科クリニックでは、「就業日（診療日）見直し」「社会保険への加入」「人間ドック受

診時の費用補助」等、スタッフが安心して働ける診療体制や院内規定の整備など、福利厚

生の改善を実施しました。 

 社会保険については、常勤５名未満のため加入していませんでしたが、スタッフからの

要望もあり、離職を抑える目的とスタッフ募集の際の差別化として加入しました。また、

スタッフの勤労意欲や売上に対する意識付を向上させるために、年一回の国内旅行と忘年

会や新年会を行っています。社員旅行については、日程や旅行先の希望をスタッフに事前

に確認し実施しています。 

 

■Ｄ歯科クリニックの概要 

●歯科医師：常勤１名 歯科衛生士：正職員２名、パート２名  

歯科助手兼受付：正職員２名、パート２名 

●開業形態：テナント診療所 

●治療ユニット：４台  

●X線装置、パノラマ・デンタル：各 1台 

●１日の患者数：平均 35人 

 

 今まで水曜日は午前診療日とし、スタッフは水曜日を交代制として隔週の休日としてい

ました。代わりに水曜を休診として、週休２日制に変更しました。 

１│Ｄ歯科クリニックの事例     

福利厚生の改善による増患対策事例 
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■休日追加による勤務条件改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、給与体系にもインセンティブを設け、医業収入の貢献度や自由診療獲得、患者紹

介等の実績によって増額となるシステムを構築しました。 

 

■給与体系でのインセンティブ（ポイント制） 

●患者紹介１名につき○○ポイントとする 

●自由診療の獲得において、診療費の○○％をポイントとする 

●歯科衛生士の衛生士指導料の○○％をポイントとする 

●患者担当制を取り、担当患者１名に対し、△△ポイントとする 

●リコールにより患者の再来診を獲得すると患者１名に対し、□□ポイントとする 

 

 その他、有給休暇の取得を促すほか、有給休暇の計画付与を実施するなど福利厚生面で

も改善を図り、社会保険に加入して長期間の勤務に対してのメリットを設け、働きやすい

環境を整備しました。 

 以前は、勤務時間が長いことで退職するスタッフも多く、悩みの種でしたが、勤務体制

の変更により退職者が大きく減少し、やむなく退職者がでても、スタッフ募集をすれば人

が集まるようになり、雇用・労務に対する問題がほとんどなくなりました。

【当初診療時間・診療曜日】 

 月・火・木・金曜日  10:00 ～ 20:00 

  水曜日                10:00 ～ 13:00 

土曜日        10:00 ～ 17:00 ※休日～日曜日・祝日・隔週水曜日 

 

 
【変更後】 

月・火・木・金曜日   10:00 ～ 20:00 

土曜日         10:00 ～ 17:00 

※休日 － 日曜日・祝日・水曜日（水曜日を毎週休日に変更） 

●当初、水曜日の午前は診療日であり、スタッフは隔週で休日としていたが、勤務時間を短縮するに 

あたり、曜日ごとに短縮するのではなく、勤務のメリハリがつくように水曜日を休診日とした。 
 

●週休２日制になり、クリニック自体も週２日の休診としたことで、変更後の１か月は売上が減少した

が、２ヶ月目からはスタッフの患者への働きかけ効果もあり、変更前の売上水準以上となった。 
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■その他福利厚生改善策 

●協会健保・厚生年金への加入（任意適用） 

●有給休暇取得の促進 

●人間ドッグ等受診時の費用補助 

●院内アメニティ施設の整備（スタッフ休憩室内整備） 

●社員旅行の実施 

●食事会・飲み会実施 

 

（２）年次有給休暇の計画付与制度の留意点 

 Ｄ歯科クリニックでは、年次有給休暇の計画的付与を実施する際、社会保険労務士に相

談し、スタッフが病気その他の個人的事由による休暇が取得できるよう、指定した時季に

与えられる日数を留保しておく必要があるとアドバイスを受けました。 

 年次有給休暇の日数のうち５日は個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかな

ければなりません。このため、労使協定による計画的付与の対象となるのは年次有給休暇

の日数のうち、５日を超えた部分となります。 

 例えば、年次有給休暇の付与日数が 10 日のスタッフに対しては５日、20 日のスタッフ

に対しては 15日までを計画的付与の対象とすることができます。 

 なお、前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越された年

次有給休暇を含めて５日を超える部分を計画的付与の対象とすることができます。 

 

 

 

 福利厚生の改善により、スタッフの定着率が向上し、患者へのきめ細かい気配りが評判

となった結果、クリニックの増患へとつながりました。 

 

■福利厚生の改善による効果 

●毎年２名前後の退職者がいたが、改善後はやむを得ない理由の退職者しかいない 

●スタッフの定着率向上により、求人を出しても応募数が多く、補充が難しくない 

●インセンティブ導入により、患者サービスもより充実し、増患にもつながった 

●常勤スタッフだけでなくパートスタッフのシフトも楽になり、より定着率がアップ 

●人件費アップとなったが、増収増患の効果の方が大きく経営安定につながった 

●院長を含めスタッフ間のコミュニケーションがアップし、院内の雰囲気もより良くなった 

●増収増患だけでなく、経費削減といった院長の目標も理解され、全員で取り組むようになった 

２│福利厚生の改善による効果     
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